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令和３年５月２６日 
子 ど も ・ 若 者 部 
子ども育成推進課 

 
コロナ禍における国・都給付事業対象外児童への臨時特別給付金の支給について 

 
１．主旨 
 区では、令和２年４月２０日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策」の一つである「特別定額給付金」について、令和２年度に対象者１人につき

１０万円の給付を行った。本給付金の対象者は、令和２年４月２７日の基準日におい

て、区の住民基本台帳に記録されている方であり、同年４月２８日以降に出生した児

童は、給付対象外である。 
一方、東京都では、コロナ禍における少子化対策として、令和３年１月１日から令

和５年３月３１日までに出生した児童に対し１人あたり１０万円分のギフトカード

を提供する「東京都出産応援事業」を令和３年４月から開始している。 
上記二つの事業は、それぞれ主旨及び制度設計が異なるものであるが、ともに１人

あたり１０万円の現金もしくはサービスや物品を支給・給付するものである。新型コ

ロナウイルス感染症の経済的影響を鑑み、どちらの事業にも対象とならない、令和２

年４月２８日から令和２年１２月３１日に出生した児童に対して、臨時特別給付金を

支給する。 
  
２．支給対象者 
 令和３年６月１日を基準日として、基準日時点の住民基本台帳で令和２年４月２８

日から令和２年１２月３１日までに出生し、出生の日から引き続き区の住民基本台帳

に登録されている児童のいる世帯 
 
３．支給対象児童数 ４，６００人（見込） 
 
４．支給額等及び事務経費 
（１）支給額 ４６０，０００千円（見込） ＊地方創生臨時交付金を活用（10／10） 
    児童１人につき １０万円 

 
（２）事務経費  １，０００千円（見込） ＊地方創生臨時交付金を活用（10／10） 
 
５．支給方法 

区から児童手当の支給を受けている方【Ａ】については、申請書の提出は必要なく、

「児童手当現況届」により令和３年６月現在の児童手当受給者を確認後、案内通知を

送付し、児童手当振込口座に振り込む。公務員等その他の方【Ｂ】は、申請書等の提

出が必要となる。 
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６．予算額  ４６１，０００千円（見込） 

  必要額を令和３年第２回定例会（第１次補正予算）に提案する。 

 

７．今後のスケジュール（予定） 

 令和３年７月上旬 【Ａ】の支給対象者へ案内通知等の送付開始、受領拒否申し出

者への届書送付 

     ７月下旬 【Ａ】の支給対象者へ支給開始 

          児童手当現況届の提出確認後、随時、案内通知等送付、支給 

     ８月   【Ｂ】の支給対象者へ案内通知等の送付、申請受付及び支給 

 令和４年２月末  申請期限 

 

 


